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序    文 
 

日本国政府は、ニカラグア共和国からの技術協力の要請に基づき、農牧分野職業訓練改善プロ

ジェクトを実施することを決定しました。 

これを受け、独立行政法人国際協力機構は、2012年8月11日から9月21日まで当機構農村開発部

畑作地帯第一課長加藤憲一を団長とした詳細計画策定調査団を現地に派遣しました。 

調査団は本件の要請背景等についてニカラグア共和国関係者と協議を行うとともに、対象地域

の現地踏査の結果等を踏まえ、本プロジェクトに関する協議議事録に署名しました。 

本報告書は、これらの調査結果、協議結果を取りまとめたものであり、今後の本プロジェクト

実施にあたり、広く関係者に活用されることを願うものです。 

ここに、本調査団の派遣について、ご尽力いただいた日本・ニカラグア共和国両国の関係各位

に対し、深く謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。 

 

平成25年1月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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対象地域地図 

ホンジュラス 

ニカラグア 

：CETA所在地 



  

CETA Chinandega 校 実習農場（CETA Jinotega 校） 

  

図書室（CETA Muy Muy 校） 授業風景（CETA Yolaina 校） 

  

実習農場（CETA La Burgoña 校） ミニッツ協議 

 



 

 

事業事前評価表 
 

農村開発部畑作地帯第一課 

１．案件名 

国 名：ニカラグア共和国 

案件名：農牧分野職業訓練改善プロジェクト 

Vocational Training Improvement Project in Agriculture and Livestock Sector 

 

２．事業の背景と必要性 

 （1）当該国における農業セクターの現状と課題 

ニカラグア共和国（以下、「ニカラグア」と記す）では、GDPのうち、農業は10％、牧畜は

8％、さらに第二次産業のうち農産加工業は9.9％であり、GDP全体の約3割を農牧分野が占め

ている（ニカラグア中央銀行）。このように、農牧分野はニカラグア経済のなかで重要な位置

づけとなっている。 

このニカラグアの農牧セクターの持続的な地域開発を支える礎として、同国政府は若年層

への農牧分野の教育及び中小農家の生産能力を強化するための職業教育校の有効活用を重要

な政策と位置づけている。 

ニカラグアにおける職業教育は、国家技術庁（INATEC）が担っており、農牧分野について

はINATECの農牧技術指導センター（Centro de Enseñanza Tecnológico Agrpecuario：CETA）に

おいて指導が行われている。CETAでの授業は、INATEC本部から送付されるテキストに沿っ

てCETAの教員により実施される。CETAで使用されている農牧課程のテキストは、ほぼすべ

ての科目で作成済みであるものの、文字ばかりであったり、内容面で不足部分もみられ、学

生が必ずしも理解しやすいものではない。そのため、授業においては、テキストの内容面の

不足部分を教員自らが補足説明を加え、授業を行っている例も確認されている。また、科目

の分野が多岐にわたるため、各教員は自分の専門外の科目の授業も実施しており、必ずしも

全科目のテキストの内容を十分に理解しているわけではない。こうした状況を解決すること

がCETAでの職業教育上の課題となっている。 

以上の背景の下、農牧分野のテキストの改訂及び改訂されたテキストに沿った教員の能力

強化を目的として本プロジェクトが要請された。 

また、CETAの生徒の多くは農家の子弟であり、INATECによれば卒業後は約7割の生徒が実

家へ戻り、農業に従事しているとされ、本プロジェクトによるINATECの農牧分野の科目改訂

及び教員の能力強化を通じて、INATECの生徒が適正な技術を学ぶことは農業生産性の向上に

もつながる。したがってニカラグア政府が政策として掲げている農牧業の生産性向上等を通

じた貧困削減にも合致している。 

 

 （2）当該国における農牧セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ニカラグアの農牧セクター政策である「包含性ある農村開発プログラム（PRORURAL 

Incluyente）2010-2014」では、持続的な地域開発を支える礎として、若年層への教育が必須で

あり、特に農牧分野の教育が重要としている。また、中小農家の生産能力を強化するために、

職業教育校を有効活用することが示されており、農業セクターの各省庁とINATECが協同して



 

 

農業者の能力強化に取り組むべき旨が謳われている。 

加えて、現在ニカラグアでは農牧業の生産性向上を通して貧困削減を図る「Hambre Cero

（Hunger Zero：飢餓撲滅）」プログラムが、国家の重要な取り組みのひとつとして実施されて

いる。 

以上から、INATECのCETAを有効活用しながら、農業者の能力強化、ひいては農業生産性

拡大にも貢献することをめざす本事業は、ニカラグア政府の開発政策に整合しているといえ

る。 

 

 （3）農業セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

2011年6月に策定された「対ニカラグア共和国 事業展開計画」において、わが国は、「農業・

農村開発」を援助重点分野としている。その中で、開発課題「農村における貧困削減」、協力

プログラム「農村地域貧困削減支援プログラム」を設定しており、本事業は同プログラムに

合致する。 

また、本事業は、INATECの農牧分野のテキストの改訂及び教員への技術指導を通じ、農牧

分野課程の生徒の技術力向上を図り、ひいては農民の所得向上をめざすことで、農村地域貧

困削減支援プログラムの目標である農村地域住民の生活レベルの向上に貢献する。 

 

 （4）他の援助機関の対応 

現在、INATECに対する支援を実施しているドナーには、スイス連邦（以下、「スイス」と

記す）やルクセンブルグ大公国（以下、「ルクセンブルグ」と記す）、大韓民国（以下、「韓国」

と記す）、カナダ、スペイン王国（以下、「スペイン」と記す）などがあるが、農業分野はカ

ナダ国際開発庁（Canadian International Development Agency：CIDA）及びNGO「SUCO

（Solidaridad, Unión, Cooperación）」が共同で実施しているもののみとなっている。 

 

３．事業概要 

 （1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、INATECのCETAにおいて使用されている農牧分野のテキストの改訂及びそのテ

キストの内容に沿った知識・技術をINATECの教員が習得することにより、INATEC教員の農

牧分野の指導力向上を図り、もって農業・牧畜生産技術の定着に寄与するものである。 

 

 （2）プロジェクトサイト/対象地域名 

国家技術庁（INATEC）農牧技術指導センター（CETA）全14校 

 

 （3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

全CETAの農牧分野の教員約150名、全CETAの農牧分野の課程に属する生徒約2,800名/年、

全CETAの農牧分野の短期講習への参加者約5,900名/年 

 

 （4）事業スケジュール（協力期間） 

2013年3月から2018年2月までを予定（計60カ月） 

 



 

 

 （5）総事業費（日本側） 

約4億3,000万円 

 

 （6）相手国側実施機関 

国家技術庁（INATEC）カリキュラム課及び教員養成課 

 

 （7）投入（インプット） 

1）日本側 

専門家派遣：チーフアドバイザー、畜産技術、農業技術、営農、教材作成、業務調整な

ど5年間で145M/M程度 

カウンターパート本邦研修：年間2名程度 

機材供与：活動用車輌、事務機器等 

プロジェクト活動経費 

 

2）ニカラグア側 

プロジェクトダイレクター配置：INATEC長官 

プロジェクトマネジャー配置：INATEC企画開発総局局長 

カウンターパート配置：カリキュラム課、教員養成課、及び技術協力局からそれぞれ少

なくとも1名、各CETAの校長、各CETAの副校長 

プロジェクト事務所：土地・建物 

プロジェクト活動経費 

 

 （8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

a）カテゴリー分類 

C 

 

b）カテゴリー分類の根拠 

「JICA環境社会配慮ガイドライン」（2010年4月公布）上、環境への望ましくない影響は

最小限であると判断されるため、カテゴリーCに該当する。 

 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし 

 

3）その他 

特になし 

 

 （9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

ニカラグアにおいてJICAがこれまで協力してきた「中小規模農家牧畜生産性向上計画プ



 

 

ロジェクト（2005年～2010年）」「小規模農家のための持続的農業技術普及計画プロジェク

ト（2008年～2013年）」「農業開発アドバイザー（2009年～2012年）」等のプロジェクトにお

いて、農家の現状に即した技術マニュアルが作成されているため、この成果を利用しつつ

テキストを改訂する。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

CIDA及びSUCOが共同で「ラス・セゴビアス若年生産者生産農業経営改善」（2011年～2018

年）を実施中である。若年生産者の技術職業教育を通じた農牧生産改善を目的としている

が、テキストの改訂は行われておらず、また、限られた地域のみでの活動となっており、

本事業との非効率的な重複はない。 

 

４．協力の枠組み 

 （1）協力概要 

1）上位目標： 

INATECの技術教育に貢献するため、CETAにおいて農牧分野の十分な技術指導が継続的

に実施される。 

＜指標＞ 

1 プロジェクトでテキスト改訂の対象となった科目を担当するCETAの農牧分野の教員

XX％が、改訂されたテキストの内容に関する授業を実施している。 

2 プロジェクトでテキスト改訂の対象となった科目を担当するCETAの教員が改訂され

たテキストの内容に関するテストでX点以上取る。 

 

2）プロジェクト目標： 

CETAの教員が農牧分野の技術を授業で十分に指導できる。 

＜指標＞ 

1 プロジェクトでテキスト改訂の対象となった科目を担当するCETAの農牧分野の教員

XX％が実際に授業で指導を行う。 

 

3）成果及び活動 

成果1：INATECにおける現行の農牧分野のテキストが改訂される。 

＜指標＞ 

1-1 改訂されたテキストがX科目分発行される。 

＜活動＞ 

1-1 テキストの内容、教員及び生徒に対するインタビュー調査、授業の実施状況、生産

者や地域の企業等の要望に基づき、改訂すべきテキストの科目を特定する。 

1-2 INATECの既存のテキスト改訂の仕組みにのっとり、1-1で特定した科目の改訂版テ

キストを作成する。 

1-3 1-2で作成したテキストをINATEC内で承認する。 

 



 

 

成果2：CETA教員が農牧分野の技術を習得する。 

＜指標＞ 

2-1 CETA教員約150名のXX％が、改訂されたテキストの内容に関するテストでX点以上

取る。 

＜活動＞ 

2-1 INATEC教員に対し、改訂版テキストの内容を理解し、改訂版テキストを用いて修正

された内容の授業を行うために、座学形式及び実践形式のセミナー、ワークショッ

プを開く。 

2-2 2-1で学んだ内容を実際の授業及び実習においてOJT形式で実践する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・ 各教員は自分の専門外の科目の授業も実施しているため、必ずしもすべての科目の内

容を十分に理解しているわけではない。したがって、成果2において、各教員が改訂さ

れたテキストの内容に基づいて十分な指導を行うために、修正された内容について、

教員の理解促進を図る。 

・ 本プロジェクトはあくまでも教員の農牧分野の技術指導能力向上が目的であるため、

INATEC内の既存の枠組みにのっとりテキスト改訂を行い、その枠組みを逸脱した手順

による改訂や、制度の変更を必要とするような支援は行わない。 

・ 現行の生徒用テキストのほとんどが他ドナーからの資金で作成されているため、教材

作成にかかわったドナーに対し、必要に応じて本プロジェクトの説明を行う。また、

本プロジェクトの実施機関となるINATECカリキュラム課、教員養成課は、他ドナーの

プロジェクトのカウンターパート部署となることも想定されている。そのため、本プ

ロジェクト実施において、実施機関の業務負荷の観点から他プロジェクトの動向・調

整には留意する。 

・ 上位目標及びプロジェクト目標の指標となる実施機関による教員の評価については、

現状の授業の実施業況等をベースライン調査で把握し、授業を行うために教員が身に

つけるべき農牧分野の技術水準をプロジェクト開始6カ月以内に設定する。 

・ 本事業実施の際に、テキスト改訂のためのワーキンググループを設立する。本ワーキ

ンググループにはカリキュラム課のカウンターパートが配置される。また、可能な限

りCETAの校長、副校長や教員も配置する。改訂したテキストに係るセミナー・ワーク

ショップを開催する際は、INATECの教員研修を管轄している教員養成課のカウンター

パートが配置される。 

 

 （2）その他インパクト 

特になし 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

 （1）事業実施のための前提 

・ プロジェクト対象地域において社会・経済情勢が悪化しない。 

・ 現行のINATECのテキスト改訂の枠組み、教員研修制度が大幅に変更されない。 



 

 

 （2）成果達成のための外部条件 

・ 既存のINATEC内でのテキスト改訂の枠組みが機能する。 

・ 干魃等によって対象地域での農業生産活動が影響を受けない。 

 

 （3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 本事業の受益者であるCETAの教員がINATECを辞めない。 

 

 （4）上位目標達成のための外部条件 

・ INATECの農牧分野の教育方針が変わらない。 

 

６．評価結果 

本事業は、ニカラグアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

ニカラグア「初等教育算数指導力向上プロジェクト」において、作成した教材の使用法に関す

る研修や技術支援が重要であると提言されている。本事業においては、テキストを改訂するだけ

ではなく、教員への技術的な指導も併せて行うことで、教材を利用した授業実施の定着及び教員

の技術指導能力の強化を図る。 

 

８．今後の評価計画 

 （1）今後の評価に用いる主な指標 

４.（1）のとおり。 

 

 （2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査（教員・生徒・その他INATEC関係者のINATECで農

牧分野職業教育に関するニーズ把握、授業の実施状況等を把握） 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景と目的 

１－１－１ 調査名称と実施予定機関 

＜調査名＞ 

農牧分野人材育成（職業訓練）プロジェクト詳細計画策定調査 

注：調査時のもの。変更後の正式なプロジェクト名は「農牧分野職業訓練改善プロジェ

クト」。 

＜先方実施予定機関＞ 

国家技術庁（INATEC） 

 

１－１－２ 調査の背景 

ニカラグアでは、GDPのうち、農業は10％、牧畜は8％、さらに第二次産業のうち農産加工業

は9.9％であり、GDP全体の約3割を農牧分野が占めている（ニカラグア中央銀行）。このように、

農牧分野はニカラグア経済のなかで重要な位置づけとなっている。 

このニカラグアの農牧セクターの持続的な地域開発を支える礎として、同国政府は若年層へ

の農牧分野の教育及び中小農家の生産能力を強化するための職業教育校の有効活用を重要な政

策と位置づけている。 

ニカラグアにおける職業教育は、国家技術庁（INATEC）が担っており、農牧分野については

INATECの農牧技術指導センター（CETA）において指導が行われている。CETAでの授業は、

INATEC本部から送付されるテキスト（スペイン語ではManual para Estudiantes）に沿ってCETA

の教員により実施される。CETAで使用されている農牧課程のテキストは、ほぼすべての科目で

作成済みであるものの、文字ばかりであったり、内容面で不足部分もみられ、学生が必ずしも

理解しやすいものではない。そのため、授業においては、テキストの内容面の不足部分を教員

自らが補足説明を加え、授業を行っている例も確認されている。また、科目の分野が多岐にわ

たるため、各教員は自分の専門外の科目の授業も実施しており、必ずしも全科目のテキストの

内容を十分に理解しているわけではない。こうした状況を解決することがCETAでの職業教育上

の課題となっている。 

以上の背景の下、農牧分野のテキストの改訂及び改訂されたテキストに沿った教員の能力強

化を目的として本プロジェクトが要請された。 

 

１－１－３ 調査の目的 

調査の目的は以下のとおりである。 

① 対象となる各CETAにおけるカリキュラム及び授業の実施状況や基本的情報をまとめ

たインベントリーを作成する。本インベントリーの結果を踏まえ、改訂が必要な科目

やCETAの授業実施に関するニーズを抽出する。 

② INATECの教員に対するヒアリング等を実施し、教員が抱える農牧分野の技術的ニーズ

を把握する。 

③ INATECに対する他の援助機関の活動を整理・確認する。 

④ INATECの科目改訂及び教員への研修に関する取り組み状況、プロジェクト実施体制、
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人員配置、予算措置、施設の状況について確認する。 

⑤ INATEC担当者とともにプロジェクト実施までに整備すべき事項［実施体制、基本計画

（目標、成果、活動、投入）等］について検討を行う。 

⑥ PDM案、PO案、実施体制案、R/D案についてミニッツに取りまとめ、先方と合意する。

特に、INATECは、わが国の協力のカウンターパート機関（Counterpart：C/P）となるこ

とは初めてであることから、技術協力プロジェクトの枠組み、プロジェクトにおける

C/P及び日本人専門家の役割、協力後の効果の継続・拡大のために必要な対応策、C/P

配置について確認のうえ、合意する。 

⑦ 評価5項目に沿ってプロジェクトの事前評価を行う。 

 

１－２ 調査日程 

2012年8月11日（土）本邦発から2012年9月21日（金）本邦着で実施した。詳細は、付属資料1.

調査日程を参照。 

 

１－３ 調査団構成 

本件調査の団員構成は以下のとおりである。 

 担当分野 氏 名 所 属 

1 総 括  加藤 憲一 JICA農村開発部畑作地帯第一課 課長 

2 協力企画 鈴木 俊康 JICA農村開発部畑作地帯第一課 

3 畜産/営農 中川 明 OAFIC株式会社 

4 教材作成 田口 明男 株式会社タック・インターナショナル 

5 評価分析 十津川 淳 佐野総合企画株式会社 

6 通 訳 福井 美子 （財）日本国際協力センター 

 

１－４ 面談者 

本件調査において、主にINATEC本部関係者及びCETA教員に対して聞取り調査を実施した。 

 

１－５ 調査結果の概要 

１－５－１ プロジェクトの戦略 

本プロジェクトは、INATECのCETAにおいて使用されている農牧分野のテキストの改訂及び

そのテキストの内容に沿った知識・技術をINATECの教員が習得することにより、INATEC教員

の農牧分野の指導力向上を図り、もって農業・牧畜生産技術の定着に寄与すものである。 

 

１－５－２ プロジェクトの枠組み 

（1）プロジェクトの名称 

（和文名称）「農牧分野職業訓練改善プロジェクト」 

（英文名称）「Vocational Training Improvement Project in Agricultural and Livestock Sector」 

注：詳細計画策定調査におけるニカラグア関係機関との協議の結果、下記理由により、

以下の名称を上記名称に変更することが適当と判断された。 
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＜採択時名称＞ 

（和文名称）「農牧分野人材育成（職業訓練）プロジェクト」 

（英文名称）「Project for Capacity Building of Human Resources（Vocational Education）for 

the Agricultural Sector」 

＜変更理由＞ 

本プロジェクトの枠組みは、CETAでの職業訓練の改善に焦点が置かれており、人材の育

成自体はプロジェクトの枠組みに入らないため。 

 

（2）協力期間 

2013年から5年間（予定） 

 

（3）プロジェクトの対象地域 

国家技術庁（INATEC）農牧技術指導センター（CETA）全14校 

 

（4）協力相手国機関 

国家技術庁（INATEC）カリキュラム課及び教員養成課 

 

（5）プロジェクトのターゲットグループ 

全CETAの農牧分野の教員約150名、全CETAの農牧分野の課程に属する生徒約2,800名/年、

全CETAの農牧分野の短期講習への参加者約5,900名/年 

 

（6）上位目標 

INATECの技術教育に貢献するため、CETAにおいて農牧分野の十分な技術指導が継続的

に実施される。 

 

（7）プロジェクト目標 

CETAの教員が農牧分野の技術を授業で十分に指導できる。 

 

（8）成 果 

成果1：改訂されたテキストが発行される。 

成果2：INATEC教員が十分な農牧分野の技術を習得する。 

 

注：詳細計画策定調査時のもの。最終的な成果項目は、前掲の事業事前評価表を参照

のこと。 

 

（9）活 動 

上記の期待される成果に対応したそれぞれの活動は、下記のとおり。 

1-1 テキストの内容、教員及び生徒に対するインタビュー調査、授業の実施状況、生産

者や地域の企業等の要望に基づき、改訂すべきテキストの科目を特定する。 

1-2 INATECの既存のテキスト改訂の仕組みにのっとり、1-1で特定した科目の改訂版テ
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キストを作成する。 

1-3 1-2で作成したテキストをINATEC内で承認する。 

1-4 改訂したテキストを発行する。 

 

2-1 INATEC教員に対し、改訂版テキストを用いて修正された内容の授業を行うために、

座学形式及び実践形式のセミナー、ワークショップを開く。 

2-2 2-1で学んだ内容を実際の授業及び実習においてOJT形式で実践する。 

 

注：詳細計画策定調査時のもの。最終的な活動項目は、前掲の事業事前評価表を参照

のこと。 

 

（10）日本側の投入 

・ 長期専門家 

① チーフアドバイザー/畜産 

② 農業技術 

③ 農業経営 

④ 業務調整 

  その他、必要応じて派遣 

 

・ 機材供与 

・ カウンターパート研修 

・ プロジェクト運営予算など 

 

（11）ニカラグア側の投入 

・ プロジェクト・ディレクター 

・ プロジェクト・アドミニストレーター 

・ プロジェクト・技術ディレクター 

・ 予算（運営経費等） 

・ プロジェクト事務所（家具、基本的な機材・設備、電話、インターネット接続を完備） 
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第２章 協力分野の現状と課題 
 

２－１ ニカラグアにおける農牧業の概観 

２－１－１ 農牧セクターの現状と課題 

ニカラグアは、国土面積13万373km2、人口は607万1,000人（2012年6月推定値、Instituto Nacional 

de Información de Desarrollo：INIDE）、1人当たりのGDPは1,239.2US$（2011年）である。1979年

から10年以上続いた内戦による国内経済の疲弊の影響も残り、現在でも中南米諸国のなかでハ

イチに次ぐ低所得国となっている。 

第一次産業（農業・牧畜・水産業・林業）は、名目GDPの20.5％（農業12.2％、牧畜6.6％、水

産業0.9％、林業0.8％）、雇用の31.4％、輸出額の55.8％を占めており、第一次産品の生産がニカ

ラグアの経済にもたらす影響は非常に大きいといえる。政変、内戦などにより綿花産業や畜産

業が一時的に衰退したが、近年では牧畜・酪農業及び伝統的産品であるコーヒーが同国の二大

産業となっている。GDPの直近3年間（2009～2011年）のセクター別の平均成長率における上位

は、鉱業20.2％、建設業14.8％、牧畜・酪農業7.1％、製造業5.4％、農業4.6％であり、農牧セク

ターの成長がうかがわれる。同セクターにおける各産品の占める割合（生産額ベース）は、農

業65.0％（コーヒー23.8％、サトウキビ4.6％、基本穀物：コメ、トウモロコシ、マメ、ソルゴー

19.0％、その他17.6％）、牧畜・酪農35.0％である（ニカラグア中央銀行 2011）。 

一方、農牧セクターの主要な担い手は中小規模生産者（耕作面積で70％、食料生産で65％、

基礎穀物生産原価で80％）である。歴史的な農地改革により当時大農場の労働者であった農民

が教育や訓練を受けずに自作農耕・牧畜へ転換したため、技術不足などにより生産性が低く、

同時に組織化も進んでいない。さらに、環境に配慮した持続可能な農業・牧畜生産のための情

報・技術へのアクセスが容易ではないため、あるいは小規模生産者は生産の大部分が自家消費

用で生産・流通網にほとんど組み込まれていないことが、第一次産業による経済成長にブレー

キをかけているといえる。 

 

２－１－２ 農牧業セクターの開発政策 

ニカラグアの農牧業セクターにおける主政策は、2009年7月に策定された「包含性ある農村開

発プログラム（PRORURAL Incluyente）2010－2014」1である。同政策は2005年から2009年まで

を対象とした「PRORURAL」の継続政策として位置づけられる。 

PRORURAL Incluyenteでは前フェーズの5年間に多様な進展が果たされたとして、その実績を

評価しているが、一方でニカラグア国内の農業生産能力及び生産物の質はいまだ十分なレベル

には達しておらず、そのため国内及び国際市場のマーケットを十分に広げることができていな

いと述べている2。また、持続可能な生産システム及び参加型マネジメントシステムの改善が必

要としている。このような課題認識に基づき、PRORURAL Incluyenteでは以下の開発目標及び個

別目標を掲げている。 

 

                                                        
1 Programa Sectoral de Desarrollo Rural Productivo Sostenibleの略。 
2 PRORURALでは最終評価を行うとともに、2008年にも中間評価を実施した。 
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  「開発目標」： 

 ニカラグアの自然資源を持続的に活用しながら、公平な人間開発と厚生に寄与する 

  「個別目標」： 

① 農産物の生産性を向上させる。 

② 一次産品の付加価値を増大させる。 

③ 生産物、消費物、輸入物の食の安全を確固にする。 

④ 自然資源の持続的な利用と保全を促進する。 

⑤ 女性、若年層、インディオ系、アフリカ系の人々が技術支援を受ける機会を拡大する。

あわせて、収入創出、女性や若者、マイノリティの人々に対する収入創出の機会を増

大する。 

 

 さらに対象を生産面と組織面の観点に分け、それぞれにおいて具体的なターゲット指標を表-1

のとおり掲げている。 

 

表－１ PRORURAL Incluyenteにおける生産面及び組織面の目標 

 目標内容・目標値 

生 産 

・優先作物の生産量を2014年までに2008年比15％増大する。 

・トウモロコシとマメ類の生産性を2014年までに2008年比20％増大する。 

・2010年から2014年の間に16の生産物に係るバリューチェーンを確立する。 

・農産物輸出の棄却率（返品率）を年間1％以下に抑える。 

・森林管理計画に基づき林産物生産のための4万haを確保する。 

・農協や組合等の理事会メンバーの20％を女性が占める。 

組 織 

・年間7万7,000人の生産者が技術支援を受ける。 

・2014年までに14の作物及び10の穀物に関して、新たな技術カタログを作成する。 

・2014年までに穀物生産量を230万キンタルに増大する。 

・2014年までに8万6,000の牧場をトレーサビリティ体制に組み込む。 

・新たに50の農産加工企業が誕生する。 

・1万6,000haが植林される。 

・30％のサービスセクターの受益者の30％を女性が占める。 

 

２－２ ニカラグアにおける職業教育 

２－２－１ 職業教育セクターの現状 

（1）主管官庁 

ニカラグアの職業教育は、1991年に設立されたINATECを主たる責任官庁として実施され

ている。INATECの財源は、国内の全雇用者に義務づけられた拠出金（支払い給与総額の2％）

を基盤とする。 
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（2）職業教育に係る学校数及び生徒数 

ニカラグアにおいて職業教育を実践する学校は、国営の技術教育専門校が43校、民間の

専門校については正式な統計がないものの、およそ500校以上あるとされている。2012年の

最新データによると、学校数及び在籍生徒数は表-2のとおりである。 

 

表－２ 職業教育に係る学校数及び生徒数 

運営主体 分 野 学校数 生徒数注2 

国営（INATEC） 

農牧  15注1 2,862 

工業・建設 19 659 

商・サービス 9 6,837 

合 計 43 10,358 

民間 ― 500以上 ― 

注1：このうちSiuna校にはBonanza校及びLa Rosita校の分校もある。また数字は林業系のINTECFORを含む。 

注2：農牧分野は初級技能士、高校技能士、技能士、中級技能士の4課程の在籍学生数の合計である。一方、工業、

商・サービス分野の生徒数には「技能士」課程は含んでいない。 

出所：INATEC資料 

 

また、民間の職業訓練校のうち、約400校程度がINATECメンバー校として承認されてお

り、卒業生に対してINATECの修了証書を授与している。ただし、この仕組みを利用する例

はすべて商・サービス分野の専攻課程であり、農牧分野での該当例はない。 

 

（3）教育システム 

ニカラグアの教育システムでは6年間の義務教育期間が設けられており、その後、中等教

育期間の前半にあたる3年間を終えたあと、普通高校と職業訓練校に分かれるシステムとな

っている（より正確には、小学校を終えたあと、中等教育期間として5年間が設定されてお

り、最初の3年間が基礎教育期間：Ciclo Basico、後半の2年間が多様教育期間：Ciclo 

Diversificadoとなっている）。学生は、多様教育期間に移行するタイミングにおいて、普通

高校と職業訓練校の選択を行うが、実際には97％程度が普通高校に進学しており、職業訓

練校を選択する学生は少数である。 

図-1において進学先による教育課程の概観を示す。なお、上述のとおり、中学校は正確に

は存在しないが、便宜上中等教育の前半3年間を中学校として図には記載した。 

 

 



 

－8－ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注1：このほかに、高等教育レベルにあたる上級技能士課程も存在する。 

注2：技能士から大学に進学するためには一般科目の履修が必要（そのため点線表示）。 

図－１ 進学先による教育課程概観 

 

職業訓練校（技術高校）の場合、高校技能士（Bachillerato Tecnico）課程と技能士（Tecnico）

課程の2通りがある。両者の違いは、一般科目履修の有無によるものであり、一般科目の履

修が義務づけられている高校技能士課程の修了者はそのまま大学へ進学することも可能で

ある。ただし、高校技能士課程を提供している学校は、農牧分野に限っていえば、全17校

のうち1校（Muy Muy）のみであるため、進学者数の観点からは少数にとどまる。 

また、更に高いレベルの技術を提供する、中級技能士（Tecnico Medio）課程も4校（Sauce、

Muy Muy、IPADEN、INTECFOR）で設けられており、普通高校課程を修了した学生を受け

入れている。中級技能士の課程を修了したあとは、大学もしくは技術大学に進学すること

も可能である。なお、技能士課程を修了したあとに、更に中級技能士に進学する例は、技

術分野の学習内容において重複が多いため、ほとんどみられない。 

 

表－３ 技術教育課程及び実施校（2012年8月時点） 

対象学年 修了資格 期 間 実施校（INATEC） 在籍生徒数

中等教育 

1－3年 
初級技能士注 2～3年間 Siuna 38名 

中等教育 

4－5年 
技能士 1年半～2年間 15校 2,406名 

中等教育 

4－5年 
高校技能士 2年間 Muy Muy 32名 

中－高等教育 

6年－ 
中級技能士 2年間 

4校 

Sauce, Muy Muy, IPADEN, 

INTECFOR 

386名 

注：小学校卒業での入学が可能。貧困地域で設置されており、農牧分野はSiuna、商・サービス分野でBluefieldとPuerto 

Cabezasに設置されている。 

小学校 

（6年間） 

普通高校 

高校課程修了

（2年間） 

技術高校 

高校技能士 

（1.5～2年間）

大学 

（4～6年間）

技術高校 

中級技能士

（2年間） 

中学校 

（3年間） 

技術学校 

初級技能士 

（2～3年間） 

技術高校 

技能士 

（1.5～2年間）
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なお、技術学校のうち、ひとつの学校のなかに農牧分野のみならず、工業や商・サービ

ス分野の課程を有しているところもあれば、農牧分野に特化した技術校も存在する（通常、

多種類の課程を含む場合は学校名がポリテクニクになるケースが多い）。また、Muy Muy校

のように技能士、高校技能士、中級技能士の3コースを有している学校もあれば、Waspan校

のように技能士コースのみの例もあり、学校が提供している課程はさまざまである。 

 

２－２－２ 職業教育セクターの開発政策 

職業教育セクターについては、明確にセクター政策として位置づけられるものはないが、

INATECの組織5カ年計画（Plan Estratégico Institucional 2011-2016）が実質的に職業教育セクター

の基本的な指針及び政策とみなされている。 

同計画は、下記に示すとおり7つの基本方針を定め、かつ、それぞれの方針に対する戦略を掲

げている。 

 

  ＜基本方針及び戦略＞ 

1．質の観点から（INATECの）業務を規制、強化する。 

・ 参加型管理モデルを構築しながら、INATECの組織機能を強化する。 

・ 顧客満足度を測定する指標を設定する。 

・ INATECの計画プロセスをよりシステマティックに行う。 

 

2．国民の生活の質改善に貢献する選択肢のひとつとして技術教育を発展させる。 

・ 社会経済セクターに対してINATECが供給する技術教育サービスを広報する。 

・ INATECを教育サブシステムのリーダーとして位置づける。 

 

3．質の高い技術教育を通じて国の社会経済発展に貢献する。 

・ 経済発展に寄与するセクターに対して技術教育を行う。 

・ 研修の改善につながるリサーチ、開発、イノベーションを促進する。 

・ 質の高い教育及び研修を実施できるように、教員の技術・知識を強化する。 

 

4．男性並びに女性が等しく能力を強化する。 

 

5．母なる大地に敬意を払う。 

 

6．我々の文化、祖先が残した価値の保全に貢献する。 

 

7．INATECの組織ミッションを達成するための人材強化を行う。 

 

２－２－３ 職業教育のなかでの農牧分野の位置づけ 

INATECが提供する技術教育は、①農牧分野、②工業・建設分野、③商業・サービス分野の大

きく3分野から成っており、農牧分野はそのうちの重要なパートを占めるものである。特に地方

部においては、農牧分野が主たる産業であるため、学校も地方部に広く展開されており、かつ
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地域におけるニーズも高い。 

農業セクター政策の観点からは、農牧分野の職業教育について以下のとおり記載されている。 

1．教育及び保健は持続的農村開発の一部であるため、農村若年層への農業及び環境教育の

機会を提供することが重要である。 

2．農牧業、林業、農工業における中小農家の能力開発に貢献すべく、農民の知識及び技術

の導入を促す。 

3．農村部人材の能力強化のため、農牧業及び農産加工業に求められる技術課程を提供する。

その提供にあたって職業訓練校等を活用する。 

4．先住民族及びアフリカ系移民への適切な職業教育の提供が重要である。 

5．農業セクター省庁と協働の下、INATECを中心として能力開発を推進する。 

 

以上のとおり、農牧分野の人材育成については、農業セクター省庁と協同しながら、INATEC

が中心となって、その役割を果たすことが明記されている。この点からも、農牧分野における

職業教育の重要性をみることができる。 

 

２－３ INATECの概要 

２－３－１ INATECの組織体制と基本情報 

INATECは、教育省（初等・中等の普通教育を管轄）、国家大学審議会（Consejo Nacional de 

Universidades：高等教育を管轄）と共に、「国の教育制度が定める3本の柱」（Plan Nacional de 

Educación 2011-2015）のうちの1つ「職業訓練（研修）と技術教育」を担うために、1991年1月に

設立された法人格と自己資産を有する国の独立機関であり、ニカラグアの持続的経済成長と社

会開発の目的達成に必要とされる能力をもつ人材育成を主要な柱としている。 

ニカラグアの職業教育の歴史をさかのぼると、米国とニカラグア政府間で国内産業の振興に

必要な技術及び財政支援の協定が1951年に締結され、マナグアに教育省が管轄する最初の職業

技術学校が同年に設立された。その後、国際労働機関（International Labour Organization：ILO）

の支援の下、1967年に労働省管轄下に国家教育庁（INA）が設立された。1979年には、技術者養

成を目的として、企業・団体から法人税課税対象額の2％を徴収する制度（人材養成国家システ

ム：SINAFOR）が創設され、1986年には研修国家システム（SINACAP）に改編され、組織の自

治権を確保するとともに研修活動に係る管轄官庁となった。1988年に教育省管轄下のSINACAP

に組み込まれたが、2年後に再び、労働省管轄下となった。技術教育及び職業訓練に係る資金及

び活動は1990年までは複数の職業教育及び研修学校に分散されていたが、1991年に職業教育の

唯一の管轄機関としてINATECが設立され、これに統合された。 

INATECは、15県及び2大西洋自治区に点在する計43カ所（2012年9月現在）の職業教育センタ

ー（及び民間の技術教育・職業訓練校があるが、林業を除く農牧セクターにはこの民間のセン

ターは存在せず）のネットワークを通して、①農牧林業、②工業・建設、③商業・サービスの3

分野において、職業訓練と技術教育を提供している。その実施形態は、一般（Regular：月曜日

から金曜日まで授業を行う）、土曜制（Sabatino）、日曜制（Dominical）、遠隔制（Formación a 

Distancia）、移動研修（Cursos Móviles）の5種類があり、課程（Carrera）を修了すると学位（Título）

が授与される。短期・長期の研修は内容により、基礎技能研修（Habilitación）、熟練技能研修

（Complementación）、高度技能研修（Especialización）に分類され、修了時には修了証書
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（Certificada）が授与される。 

INATECでは、技術者養成を目的に企業・団体から法人税課税対象額の2％を徴収する制度を

用いて、企業・団体の労働者向けにさまざまな研修を実施している。15歳から25歳までの若年

層及び低学歴や無資格等のために失業・不完全雇用が原因で貧困状態にある成人を優先してお

り、さらに失業中の女性、零細起業家、障害者向けの特別プログラムも実施し、農村部及び都

市部の幅広い国民がそのサービスを享受している。さらに、技術教育課程の生徒の経費（入学

金・年度登録料、寮費・食費、教材その他の経費）は基本的に無料で、米州ボリバル代替統合

構想（ALBA）及び町村役場などからの奨学金も生徒たちの教育環境を支援している。 

INATECの組織図（図-2）に、理事会、事務局、それに技術協力部・法務部・内部監査部・調

達部・人事部・広報部などの諸部門がある。その下に、計画推進総局、財務管理総局、職業教

育総局、特別プログラム総局の4総局が配置されている。INATECの正職員数は本部と各センタ

ー合わせて、2, 175名、これに契約職員が900名以上働いている。 
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図－２ INATEC組織図 
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２－３－２ INATECの役割・法的位置づけ 

INATECは、組織のヴィジョン及びミッションを以下のとおり掲げている。 

 

（1）ヴィジョン 

ニカラグア国民の生活改善、国家の社会経済発展のため、人間的価値観に基づく質の高

い技術教育、科学技術面での職業教育を実施し、また効率性と競争力を有する指導的な組

織となる。 

 

（2）ミッション 

ニカラグアにおける社会経済分野の強化をめざし、技術面及び教授法の開発を通じて人

間の能力開発に資する平等で質の高い教育及び訓練を行う。 

 

また、ニカラグアの教育行政においては4つの教育サブシステムが置かれており、それぞ

れの教育対象によって管轄組織が分担されている。INATECはこのうち技術教育の課程をす

べて管轄する役割を有している。 

 

表－４ ニカラグアにおける教育課程別の管轄組織 

教育課程 管轄組織 備 考 

初等教育・中等教育 教育省 ― 

高等教育（普通大学） 国家大学評議会 ― 

高等教育（高等技術） 技術国家院 

・工業分野のみ設けられており、農牧分野に

は存在しない。 

・ 西 語 で は Instituto Tecnológico Nacional

（INATECはInstituto Nacional Tecnológico）

技術教育 INATEC 
・初等教育レベルから中等教育レベルにある

技術教育を担う。 

 

２－３－３ INATECが提供する農牧分野の職業教育 

農牧分野の職業教育（技術教育及び研修）は、各地の農牧技術訓練センター（Centro de 

Enseñanza Tecnológico Agrpecuario：CETA）計15カ所で行われている（図-3 CETA配置図を参照）。 
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図－３ 農業技術指導センター（CETA）配置図 

 

（1）農牧分野の技術教育 

CETAが提供する農牧分野の技術教育（課程）は以下の2種類である（表-5：ニカラグア農

牧教育システムの構造を参照）。中学3年生修了後に入学できる技能士課程（Técnico：修業1

年半ないし2年）には、農牧技能士、獣医学技能士、農牧経営技能士、農産物加工技能士、

以上4課程が開講されている。2003年に技術高校課程（Bachillerato Técnico：修業2年）が

INATECのセンターに開設されたが、現在は数学、語学、体育など共通科目を除いた技能士

課程が提供されている。さらに、中学5年生修了後に入学できる中級技能士課程（Técnico 

Medio：修業2年）には、農牧中級技能士の1課程のみがある。 

技術教育の実施形態は、一般（月曜日から金曜日まで行う：2年制）と土曜制（土曜日の

み開講）が各センターで実施されているが、地域の実情にかんがみて遠隔制（15～21日間

隔で集中的に開講）を提供するセンターもある。各CETAでは地域の要望に応じて開設する

課程を決める。中級農牧技能士課程が開設されているのは全国15カ所のセンターのうち、3

カ所（④CETA El Sauce、⑧IPADEN San Isidro、⑩CETA Muy Muy：図-3を参照）である。 
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表－５ ニカラグアの教育制度における中等教育レベルの農牧技術教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技能士課程を修了した生徒は、教育省が管轄する教育機関で数学、語学、体育など不足

する共通科目の単位を取得後に大学を受験可能である。また、中級技能士課程を修了した

生徒は、大学1年生または2年生に編入学可能であるが、国内の公私立大学によって入学要

件がまちまちである。 

 

（2）農牧分野の研修科目 

農牧分野の職業訓練（研修）は、基礎技能研修（Habilitación）、熟練技能研修

（Complementación）の2様式で提供され、研修の長さは科目によって数十時間から数百時間

である。実施形態は、一般（月曜日から日曜日まで各センターで集中して行われるもの）、

遠隔制（15日ないしは21日間隔でセンターに研修参加者が来て行われる）、移動研修（参加

者の住む地域で行われる）の3種類がある。 

各CETAが提供している技術教育（技能士4課程）の課程ごとの生徒数 及び 研修（基礎

技能研修と熟練技能研修）別に学んだ研修参加者の人数（2007年～2011年）をそれぞれ表-6

と表-7に、INATEC全体の課程別の生徒登録数及び全研修の参加者数（2007年～2011年）を

表-8に、これらの人数の5年間の推移を図-4に示した。農牧技能士及び農牧経営技能士の両

課程は2008年より生徒が入学し、続いて2010年より獣医学技能士課程が、2011年より農産

物加工技能士課程が開設された。2011年のINATECの全CETAの4課程の生徒登録総数は2,830

名、研修参加者総数は5,908名である。 

各CETAにおける各課程への生徒入学は、施設の収容能力に応じて生徒の入学時期が決め

られるため各課程の入学時期はまちまちであった。講義は各CETAの教室を使用して行われ

ていたが、実習は各校の実験室や付属農場を、あるいは協力してくれる地域の生産者や農

牧技術庁（INTA）の農場に出かけたり、地域の企業施設や大学の分析ラボ見学も企画され

ていた。 
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テキスト作成には以下2段階の行程があり、いずれもカリキュラム課が中心になりコ

ンサルタント及び外部業者に発注する形をとっている。 

 

① テキスト内容の作成 

まず各科目の専門家によりテキスト内容の執筆及びデジタル化が行われる。こ

の作業は専門家に発注する形で行われ、カリキュラム委員会参加メンバーの一人

が中心になり作成する場合もある。その場合でも3名の候補者のなかから1名を選

定する制度が確立されている。受注者は予算のなかから独自に人材や専門家を選

定し期限までにテキストの内容及び写真・イラストや図面などを入れ込みデジタ

ル化させている。カリキュラム課専門員はその都度構成内容のチェックを行い受

注者にフィードバックを行っている。 

 

② 編集・印刷作業 

カリキュラム課の検定を受けデジタル化

された内容を外部業者に発注し編集から印

刷までを行っている。この場合は数社から

見積もりを取り最適業者に発注している。 

印刷製本された生徒用教科書は各センタ

ーに配布されているが、印刷部数が少ない

ため1回限りの送付になっている。そのため、

各センターには在庫のある所とない所がみ

られ、あっても生徒には白黒でコピーした

ものを配布しているのが現状である。 

 

（2）授業・研修の課題 

1）教員養成課の業務内容 

教員養成課はカリキュラム課とは異なり担当官はセクターごとに分かれているのでは

なく、農牧分野以外も含め全INATECの課程を6名の担当官で研修コーディネーションし

ている。 

教員養成課の担当官の業務は以下のとおりである。 

    

① INATEC教員に対しての教授法の研修 

教員養成課担当官は教育の専門家で教授法などの技術的指導をINATEC教員に対

して行っている。この研修については教員養成課の担当官が各センターの要請に基

づいて出向いて研修を行うこともあれば、教員養成課が特定の教授法研修の設定を

行い、研修を行うことがある。視聴覚教育の研修等もこの研修のひとつであるが、

各センターに機材が揃っていないとできない研修であるため頻度は少ない。 

 

② 専門科目の研修 

専門的な研修についてはテーマごとに教員養成課でコーディネーションを行って

センター図書館にあるテキスト 
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いる。 

教員養成課では6名の担当官のなかから研修テーマごとにコーディネーターを任

命し、コーディネーターが研修講師の選定を行う。コーディネーターは講師と共に

プログラムの作成、テキスト作成を行うとともに、研修についての予算面も含めす

べてのコーディネーションを行う。講師には首都マナグアにある国立農業大学

（UNA）、レオンにある国立自治大学（UNAN）の教員や有識者と契約して行ってい

る。専門科目の研修は1年間に全分野合計で約20コース（農牧課程で6～8コース）、1

回の研修は月曜日～金曜日までの5日間で行われることが多い。 

教員養成課とカリキュラム課は常にコーディネーションを行いながら業務を進め

ている。特に新しい課程や科目ができるときにはカリキュラム委員会に参加し技術

基準に対しての専門家やセンターの教師の推薦及びアレンジを行っている。 

教員養成課では教員に対して教授法やカリキュラム全般についてのニーズ調査を

行っている。2010年にアンケート及び診断が行われ2012年に有効化する予定。次の

調査は2013年に行う計画とのこと。 

 

2）農牧技術指導センター（CETA）の状況 

4カ所のCETA（Nueva Guinea、El Recreo、Juigalpa、Muy Muy）の施設及び授業を視察

し、校長及び教員から教材及び授業準備の方法等のヒアリングを行った。 

① INATEC本部より、指導要領とテキストはデジタル化されて送られてきている。 

② 生徒にテキストが配られているかはセンターの施設運営状況や奨学金の額によりま

ちまちである。 

③ 生徒はノートだけでテキストを持たずに授業を受けているところがほとんどであっ

た。 

④ 図書館に教科書及び専門書が整備されているセンターもあれば図書館のないセンタ

ーもあり、施設や書籍数についてはまちまちである。 

⑤ インターネットはすべてのセンターで稼働しており、数に制限があるものの教員も

生徒も参考資料等の検索ができる体制になっている。 

⑥ テキストは生徒に配布されているにしろオリジナルの製本されたカラー印刷ではな

くコピーされた白黒のものであり、テキストとしては理解が十分に得られない可能

性が高い。 

⑦ センターでは各科目は大体座学30％、実習70％の割合で授業が行われているため、

特に実習を行ううえでの実践的なテキスト及びなぜその実習が必要なのかを端的に

理解できる座学のテキストの必要性を感じた。 

 

（3）授業・技術面の課題 

各地のCETA15カ所を訪問して、センターごとの開設課程、施設概要及び訪問時の視察所

見を表-9に示した。さらに、関係者からの聞取り・所見などの諸事項を、①教材・教師の研

修、②施設・器具・機材など、及び③その他に分類して、表-10にまとめた。 
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1）講義・実習の視察・参加 

CETAの校長と教務主任への聞取り調査で、各教科の教科書と参考書・視聴覚教材・実

習機器の充実、教員の授業における教え方の質向上による教授手段が改善されることが

望まれていた。 

調査団員が講義に参加した際には、教員は黒板に教科書のフレーズを箇条書きにし、

生徒に質問しながらそのフレーズをつなげて教科書の記述内容とするような方法が取ら

れていた。生徒は教科書の記述を棒読みに暗記しながら、その黒板の内容をノートに書

き写しており、調査団員が生徒に対して教科書の記述内容とは異なる質問の仕方をする

と、生徒は返答に困っており、知識が定着するような方法が取られているとは言い難い

状況であった。 

その一方で優良な事例として、El Recreo校（大西洋南自治区）において女性教員がイ

ンターネットからダウンロードした素材を用いて作成したと思われる視聴覚教材を教室

の壁に映写して家畜栄養学の講義を行っていた。生徒2名を壇上に立たせ、この視聴覚教

材から読み取れる要点をクラスの他の生徒に説明する課題を負わせていた。数少ない教

材を工夫して上手に利用する授業内容であった。 

 

2）実習における施設と器具・機材 

実習については、必要な施設・資機材や家畜頭数が各CETAで不足しているため、十分

な実習内容を生徒に提供できていない学校が多くみられた。そのようななかでも、農作

業を課題として与えるなかで手際よく重要なポイントを教えたり、近隣農家や企業・大

学などの協力を得たりして、実習内容の充実を図っているCETAも見受けられた。 

また、実習内容は各校・地域で異なるものの、各科目に標準的な実習内容を指導する

実習用教材の準備も必要であると思われた。具体的には、生物実習用の植物・動物組織

標本、大小家畜の骨格標本を備品として備えているCETAもあったが、生物実習があるに

もかかわらず、そうした備品が備えられていないCETAも見受けられた。また、獣医学技

能士課程の実習では、教員用に手術・解剖器具が1セットあるのみで、生徒が実際にこれ

らの器具を使用して実習を行うことは困難であった。 
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表－９ NATEC農牧センターにおける開設課程、施設概要及び視察所見（施設詳細は財産目録を参照） 

センター名 

開設課程： 

① 農牧 

② 獣医学 

③ 農牧経営 

④ 農畜産物加工 

⑤ 中級農牧 

付属農場の設備 

センター図書館 

生徒学習用パソコン

（ない場合に言及） 

講義室 

実習室設備 

生物・化学実習室 

農産物・土壌分析ラボ

衛生分析・診断ラボ 

農畜産物加工施設 

牛乳加工 

食肉加工 

農産物加工 

家畜用配合飼料

製造施設 
センター特徴、視察所見など 

（1）CETA La 

Borgoña 

①②③ 図書館蔵書：各教科の教

科書あるも農牧分野の専

門参考書わずか。 

生徒学習用パソコンな

し。 

センター敷地外に付属農

場（牧草地）あり。 

学科数3に対して、講義

室2は少ない。講堂が3

と多い。 

農牧分野の実習室な

し。 

農産物加工設備（施

設目録にあるも、視

察時に確認できず）。

なし。 センター本部敷地の中小家畜施設は

使用しておらず荒れている。センタ

ー本部敷地に農作物耕作地あり、有

機農法を一部試みる。 

（2）ITA Nandaime

①②③④ 図書館は所在（公開）不

明。 

優れた搾乳施設所有する

も、インド系品種のウシ

数頭で手絞り。搾乳機器

有するも使用できず。ウ

シ人工授精研修を開設。

講義室6、講堂1で学科

数に比して十分。 

生物・化学実習室、農

産物・土壌分析ラボを

有す。 

牛乳加工、食肉加工、

農産物加工施設を有

し、稼働している。

家畜用配合飼料

製造施設を有す

が、3相電源なし

で機能していな

い。 

体育教科出身のアクティブな校長先

生、生徒も活発で明るい。 

センター本部校舎と実習施設が整

い、隣接して広大な農場がある。教

育・実習用大家畜が不足。 

農業担当教師は独自の教科書を作成

している。 

（3）CETA 

Chinantega 

①②③④ センター本部敷地に隣接

して、農場を有す。家畜

飼育施設は古く貧弱。 

図書館は整理・清潔だが、

各専門分野の参考書は少

ない。 

講義室7。 

生物・衛生実習室あり。

牛乳加工施設あり。

農産物加工施設の増

設計画あり。活発な

担当女性教員。 

家畜用配合飼料

製造施設を有す

が、3相電源なし

で機能していな

い。 

アクティブな女性校長先生。 

地域柄、食品加工企業との関係密。

民間企業出身の職員を雇い、企業と

パイプを密にしてそのニーズに合わ

せて研修を行う。 

（4）CETA El Sauce

①②⑤ 本部敷地に隣接して農場

（約55ha：農業・畜産）

を有するも施設が古い。

搾乳牛十数頭（手絞り）。

図書館は古く蔵書わず

か。 

実習設備は顕微鏡数

台、農牧分野の実習室

なし。 

地域柄、畜産（ウシ・

ブタ）教育を重視する

も、家畜診断ラボなし。

なし。 古い家畜用配合

飼料製造機器を

所有（視察では

確認せず）。 

校舎、インフラが古く狭い。施設の

拡張を希望。 

ウシ飼育施設更新と農牧分野の分

析・診断ラボ新設を強く希望。地域

に同診断ラボなし。 
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（5）CPPN Jalapa 

①②③ 

④ 2012年開設 

 

講義室5、250名収容の講

堂。 

図書館は広く、参考書豊

富。 

センター敷地内に農場あ

り（センター本部38ha、

離れて森林38ha）。 

生物・化学実習室あり。

 

牛乳加工施設あり。 なし。 大型スクールバス、トラクター（要

レンタル）有するも修理代金不足で

稼働せず。 

寮食献立に栄養士を雇う。 

獣医課程の生徒用手術器具、顕微鏡

（現有2台）、家畜疾病診断ラボ設備

を希望。 

（6）CP Somoto 

①②③ 

 

 

講義室5。 

ウシ飼育施設はNGO所

有。淡水魚養殖池あり。

図書館設備なし。 

実習室及び同設備は皆

無。 

農産物及び畜産物加

工施設なし。 

なし。 Somotoにあるセンター本部から離れ

て農業学校あり。農牧課程の実習施

設は貧弱。土地 12haは地域財団

FUNDARPALの所有。 

（7）INTECFOR 

Estelí 

①2011年まで。現

在、林業と中級林業

コースを開設。 

林業関係の大型トラクタ

ー等、揃っている。器具

庫の整理抜群。 

土壌分析ラボを所有。 なし。 なし。 林業分野の当国唯一のセンター。 

施設、教員ともに秀逸。 

（8）IPADEN San 

Isidro 

①②③⑤ 

④ 2012年開設 

 

センターに隣接して農場

あり。 

図書室の参考書わずか、

インターネット接続パソ

コン3台。 

生物・衛生実習室あり。

動植物組織切片、組織

標本のスライド写真あ

り。 

牛乳加工施設あり。 家畜用配合飼料

製造施設を有す

が、3相電源なし

で機能していな

い。 

ロシア、スイスの援助で機械化設備。

90年から農牧技能士課程開設。 

2012年に農畜産物加工T課程開設。 

（9）ITA Jinotega 

①②③ 

 

 

センターは町中借地で手

狭。教員室・図書館設備

なし。 

郊外に広大な付属農場

（27ha：農業・畜産）所

有。同施設はセンター独

自に整備途上。 

コーヒー栽培も行ってい

る。 

実習室は皆無。 なし。 なし。 2000年センター創設、2004年農牧経

営課程、2008年に農牧課程、2009年

に農場開設。 

役場が協力して町中にセンター本部

の代替地を模索中。 

（10）CETA Muy 

Muy 

①②③⑤ 広大な農場敷地（センタ

ー本部と合わせて75ha）。

農業、畜産両分野に好立

地。乳牛40頭、搾乳牛十

数頭。コーヒー栽培、淡

水魚養殖池あり。 

大型スクールバス所有。

生物実習、衛生分析・

診断ラボあり。 

動植物組織切片、組織

標本のスライド写真あ

り。 

牛乳加工機器あり。 なし。 民間企業勤務経験のある校長先生。 

生産者のニーズを生徒に学ばせる独

自のプログラムを始める。 

当国の2大酪農地帯の1つに立地。 

 



 

 

－
31
－

（11）CETA Yolaina

①②③ 

 

 

搾乳機器を所有するも使

用せず（インド系ウシは

手絞り）。 

図書館参考書は豊富。ト

ラクター稼働 

生物・化学実習室あり。

動植物組織切片、組織

標本のスライド写真あ

り。 

なし。 家畜用配合飼料

製造施設を有す

が、3相電源なし

で機能していな

い。 

この地域出身のアクティブな校長先

生、意欲的。課程生徒の7割が隣接県

Río de San Juan出身。 

（12）CETA El 

Recreo 

①②③ 

 

 

センター本部・農場用地

で計21ha。教員室・図書

館設備なし。研修用パソ

コンを生徒学習用に使

用。 

実習室施設なし。 なし。 なし。 センター敷地はINTAの所有地。敷地

内には歩行者用吊り橋でのみ入場、

車両侵入できず。 

センターへの外国援助なし。 

（13）ITA Juigalpa

①② 

 

 

町中にセンター本部

69ha、ほかに120haの農場

（畜産、森林：視察せず）

を所有。 

土壌簡易分析機器を保

有。 

牛乳加工施設あり。

教員研修にも利用。

食肉加工機器あるも

建物が手狭で、稼働

しているか不明。 

なし。 当国の2大酪農地帯の1つに立地。 

センター本部は平坦な土地が狭く、

これ以上の施設拡張は困難。 

（14）IP Waspan 

① 

地域に獣医施設な

く、獣医学課程必

要。 

Waspan市街地から2kmに

センター本部（農場と合

わせて8ha）。ほかに未整

備用地38ha。 

教員室、図書館設備なし。

農牧分野の実習室設備

なし。 

なし なし。 2008年開設、2012年支部からセンタ

ーに昇格、施設未整備。スクールバ

ス必須。 

穀物乾燥設備を国連開発計画より援

助さる。研修用PCあるも電圧不安定

で損傷。 

（15）CETA Siuna

①②③ 

 

 

センター本部は6haで手

狭。 

図書館蔵書は揃ってい

る。 

付属農場用地192haに農

牧3課程関係の施設を移

転予定。 

土壌分析装置を所有。 牛乳加工、食肉加工、

農産物加工施設な

し。 

なし。 大西洋北自治区RAANの経済と農牧

林業中心地、生徒もRAAN全体から

集まる。Rosita、Bonanzaの2支部を有

する。農業・畜産の施設整備はこれ

から。 
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表－10 INATEC農牧センターのニーズ（訪問時の関係者への聞取りと視察所見） 

ニーズ 

項目 

校長先生・教務主任、 

管理部門からの要望 

技術教育の教師 

からの要望 

課程在籍の生徒 

からの要望 

訪問時の 

視察所見 

教材、 

教師の 

研修など 

・教授法（ Técnico de 

Enseñanza）の質を高め

たい。教授手段（Medio 

Didáctico）（教材・実習

器具など）の改善。生

徒へのより多くの経済

的支援。高校卒の教師

には、教授法・担当分

野の知識ともに補強の

必要を感じた。大卒レ

ベルの知識は不可欠

（新設のWaspan校）。 

 

 

・テキストが科目によっ

てはない。また、この

テキストは、内容が概

説的で十分ではなく、

実際の授業には自分で

参考書やインターネッ

トを利用して多くの準

備が必要。 

・有機農業に関する勉強、

害虫の総合的駆除、バ

イオテクノロジーを用

いた農業生産の研修を

希望。 

・授業は口頭での説明が

大部分。視聴覚教材な

ど、授業内容の理解を

助ける教材、機器がほ

しい。 

・プロジェクター、視聴

覚教材などを用いた新

しい授業形態の勉強を

したい。 

・授業の担当分野の勉強

不足を痛感する。技術

研修以外は、分野によ

っては研修の機会がほ

とんどない分野もあ

る。 

・授業、実習用の教科書

がほしい。 

・授業は先生の口頭での

説明のみ。視聴覚教材

などがほしい。 

・図書館にもっと参考書

がほしい。自習用に利

用できるインターネッ

トサービス付きのコン

ピュータの台数を増や

してほしい。図書館に

はプリンターの設備も

ほしい。 

 

 

 

 

施設、 

器具、機 

材など 

・講義に使用するプロジ

ェクター、実習のため

の施設、機器が不足し

ている。 

・分析ラボ（土壌、牧草、

家畜衛生診断など）は

機材・試薬等の不足で

実習内容が限定的。さ

らに分析ラボを利用し

て、地域へのサービス

を行いたい。 

・新しい機器は順次納入

されるが、建物の配置

スペースが不足してい

る。 

・授業時間の70％を実習

に充てる実学重視の教

育方針だが、実習施

設・機器不足で実習に

十分な教育内容を提供

できない。 

・教員室スペース、備品

（コンピュータ、プリ

ンター、インターネッ

ト等の授業準備のため

の備品）不足。 

・獣医課程の動物解剖・

外科手術の実習に、清

潔な実習台などのスペ

ースがほしい。 

・校内に小規模の屠畜設

備がほしい。 

・家畜衛生診断ラボと地

域への家畜疾病診断サ

ービスの提供をしたい。

・農業分野の実習は学校

内でできるが、畜産実

習は協力農家で行うこ

とが多い。校内で畜産

獣医の実習できるよう

に十分な動物数が必

要。 

・実習用機器が教師用1セ

ットのみで、生徒は器

具を実際に使った実習

が十分でない。 

・公共交通の不便なセン

ターでは、女子生徒に

とって片道2時間を徒

歩で実習のために生産

者農場を往復するのは

体力的に辛い経験だっ

た。スクールバスか大

型トラックが必要。 

・実習科目があるにもか

かわらず、実習に必要

な機材を有していない

センターも存在してい

る。 

・家畜配合飼料製造機器、

搾乳機器、生物・家畜

衛生分析ラボ、乳製

品・肉加工用が、試薬、

原料用穀物、3相電源、

搾乳用の乳牛、機器の

設置スペース不足で、

半分以上の設備・機器

が実際に使用されてい

ない。 
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・トラクター、スクール

バスの修理代金が不足

し、一度故障すると再

度修理して利用できな

い。 

その他 

・大西洋北自治区の

Waspanでは、地域に獣

医師も獣医薬品・治療

器具を販売する店舗も

ない。Waspan校に早急

に、獣医技能士の課程

をつくり、卒業生が地

元で活躍してくれるこ

とを地域は切に願って

いる。 

  ・各学校の農畜産物の生

産量は大半が学校内で

の寮生が自給していく

範囲であった。 

 

 

２－４ 農業セクター及び職業教育セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

日本の対ニカラグア事業展開計画において6つの重点開発課題3が掲げられているが、そのうち

「農村における貧困削減」は冒頭に位置づけられる重要な課題である。 

同計画において、農業・農村開発セクターへの支援については「農業技術指導を通じた農産品

開発などによる収入源の多様化による所得向上などを推進し、農村開発のための農業の基盤整備

と維持管理、農民組織の育成、農産物流通・商品化、主要産業である農牧業、及び関連性産品を

軸とした発展の可能性のある地場産業の育成による市場拡大などに関する協力を通じて、貧困削

減に貢献する」ことを基本方針としている。 

具体的には、上記の方針に基づき、以下の支援が行われている。 

 

表－11 現在継続中の農業セクターに係るスキーム別支援（2012年8月時点） 

スキーム プロジェクト名 実施機関 

個別専門家 農業開発アドバイザー ― 

技術協力プロジェ

クト 

小規模農家のための持続的農業技術普及計画

プロジェクト 
農牧技術庁（INTA） 

プエルトカベサス先住民コミュニティ生計向

上プロジェクト 
プエルトカベサス市 

農村開発のためのコミュニティ強化プロジェ

クト 
農牧技術庁（INTA）、全国
農牧組合連合会（UNAG）

青 年 海 外 協 力 隊

（JOCV）・シニア海
外 ボ ラ ン テ ィ ア

（SV） 

農業・農村開発関連 6名* ― 

注1：このほかに世銀日本社会開発基金による「北大西洋自治地域原住民等カカオ生産持続可能システム支援プロジェクト」

がある。 

注2：それぞれ農業協同組合1名（SV）、村落開発普及員2名、土木1名、獣医・衛生1名、手工芸1名。2012年6月時点。 

                                                        
3 このほかに2）保健・衛生・医療セクターの水準向上、3）教育機会の拡充及び教育水準の向上、4）自然災害に対する社会の

脆弱性軽減と環境保全、5）道路網・橋梁整備、6）ガバナンス向上及び市民社会の能力開発を開発課題として掲げている〔調

査実施時における最新版（2011年6月付）事業展開計画による〕。 
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また、現状の支援に加えて、これまでの主たる支援実績として以下が挙げられる。 

 

表－12 農業セクターに係るスキーム別の主たる支援実績 

スキーム プロジェクト名 実施機関 実施年 

開発調査 
太平洋岸第2・第4地域農業開発計

画調査 
農牧林業省（MAGFOR） 1997～2000 

技術協力プロジ

ェクト 

生物防除技術支援 
国立自治大学レオン校 

（UNAN-Leon） 
2002～2005 

新農産物導入支援 
農牧林業省（MAGFOR）、農

牧業生産者連合会（UPANIC） 
2003～2005 

中小規模農家牧畜生産性向上計画 農牧林業省（MAGFOR） 2005～2010 

無償資金協力 
農業生産基盤改善用機材整備計画 ― 1995 

貧困農民支援（2KR） ― 1990～ 

 

このように日本はこれまでニカラグアの農業セクターに対して、さまざまなスキームを通して

支援を行ってきた。 

他方、職業教育セクターについては、青年海外協力隊（JOCV）及びシニア海外ボランティア（SV）

の派遣こそあったものの、技術協力プロジェクトなどの実績はこれまでない。 

 

２－５ 他援助機関による職業教育分野における支援状況（他援助機関の活動実績、活動方針含

む） 

INATECに対する他援助機関からの支援プロジェクトは表-13のとおりである。 

 

表－13 INATECに対する他援助機関からの支援プロジェクト 

援助国/ 

機関 
プロジェクト 方 式 期 間 

総 額 

（単位：USD）
実施部署 内 容 

スペイン 

ニカラグア水産分野

開発のための人材技

術研修 

債務借

り換え 

2011～ 2012

年（2年間）
4,185,184 技術協力局

プエルトカベサス、ブルーフ

ィールズ、エル・ビエホ-チナ

ンデガ、ヒノテペの4センター

に対する施設及び機材整備. 

韓国 

ニカラグア生産開発

支援のための職業教

育センター技術・方

法論能力強化 フェ

ーズI 

借款 

2009～ 2012

年 8月 31日

までの 4年

間 

12,600,000 技術協力局

マナグア2カ所、サン・イシド

ロ－マタガルパ、ブルーフィ

ールズ、プエルトカベサス、

ボアコの6センターに機材供

与、据え付け、カリキュラム

開発、研修 

韓国 

職業教育センター技

術・方法論能力強化 

フェーズII 

借款 
2012～ 2014

年 
23,020,000 技術協力局

マサヤ、ラ・ボルゴーニャ-テ

ィクアンテペ、エル・ビエホ

－チナンデガ、ビジャヌエバ-

チナンデガ、エル・サウセ-レ

オン、ハラパ-ヌエバ・セゴビ

ア、エステリの7センターを対

象として機材供与、カリキュ

ラム開発、研修。 

すべて工業分野の支援。 
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援助国/ 

機関 
プロジェクト 方 式 期 間 

総 額 

（単位：USD）
実施部署 内 容 

ルクセ 

ン ブ ル

NIC/018

延長 

ニカラグアホテル観

光業教育支援 
贈与 

2010～ 2012

年 
3,226,132 

専門教育総

部（職業教

育総局） 

マタガルパ、プエルトカベサ

ス、エステリ、グラナダ、レ

オン、コーンズ・アイランド、

マナグアのセンターのホテ

ル・観光部門を対象に7教室の

施設・機材整備 

スイス開

発援助庁 

（COSUDE）

「ニカラグア若年層

就職促進のための職

業能力向上」計画 

贈与 

2007 年 6 月

から 2012年

6月 

2,125,000 

専門教育総

部（職業教

育総局） 

青年、教員、職業訓練部門の

事務職員の能力開発を通じて

の組織強化、実績のある労働

者に対する資格証明、自営業

促進、職業教育センター、訓

練実施施設の機材整備 

スペイン

国際協力

庁 

（AECID） 

視覚障害者教育就労

支援計画 アゴラ・

ニカラグア・プログ

ラム 

贈与 

2011年 12月

～ 2013年 12

月 

106,480 
特殊プログ

ラム部 

視覚障碍者職業訓練、就職支

援 

UNDP 

INATEC センター建

設・拡張・改善計画 

フェーズII 

贈与 

2011年 12月

から 2012年

6月30日 

251,971 
計画・開発

総局 

実績を有する建設作業員400

名への資格証明 

スペイン

国際協力

庁 

（AECID） 

技術工房学校ニカラ

グ ア プ ロ グ ラ ム

（PNET） 

「ニカラグア若年層

就職促進のための能

力改善」 

贈与 

2011 年 7 月

10 日 か ら

2012 年 6 月

10日 

778,339 

専門教育総

部（職業教

育総局） 

レオン、グラナダ、マサヤ、

リバス、オメテペ、ソモト、

オコタルの技術学校にて貧困

層の若者を対象に建設、工業、

ホテル・観光分野の訓練及び

就職支援 

ミレニア

ム開発目

標達成基

金 

（FODM） 

「美辞麗句から現実

へ」公的予算におけ

る参加とジェンダー

の実施を通じての両

性の平等と女性のエ

ンパワーメントに向

けた「ジェンダー総

合窓口」 

贈与 

2008 年 8 月

から 2012年

5月15日 

156,327 
特殊プログ

ラム部 
女性の就職促進のための訓練

ミレニア

ム開発目

標達成基

金 

（FODM） 

「ニカラグア若年層

雇用機会改善と自営

業促進のための国内

能力開発」（若者、雇

用、移住の窓口） 

贈与 

2009 年 6 月

から 2012年

6月 

860,000 
特殊プログ

ラム部 

若者の就職支援及び起業支援

訓練ワークショップ 

ルクセン

ブルグ及

びスペイ

ンバスク

自治州政

府

NIC/023 

国内市場における職

業能力レベル改善 
贈与 

2012 年 5 月

から 2014年

5月まで 

7,944,000 

専門教育総

部（職業教

育総局） 

CECNA、CAFNIH、エステリ、

西部地域（IRO）、ブルーフィ

ールズ、国立ホテル学校にて

電気電子、溶接、再生可能エ

ネルギー、自動車分野におけ

る養成訓練強化のための施

設・機材整備と研修 

ヨーロッ

パ連合 

ニカラグアにおける

ビジネス投資環境改

善支援「零細中小企

業向けの適切な訓練

計画において職業能

補助金 

2009年 12月

22 日 か ら

2012 年 7 月

22日まで 

142,270 

専門教育総

部（職業教

育総局） 

零細中小企業のニーズに従

い、カリキュラム開発、職業

能力評価、資格証明、能力の

低い人材のための補完的訓練

計画 
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援助国/ 

機関 
プロジェクト 方 式 期 間 

総 額 

（単位：USD）
実施部署 内 容 

力を向上させるカリ

キュラム開発と職業

能力資格証明」 

SUCO 

カナダ 

「ラス・セゴビアス

若年生産者生産農業

経営改善」 PROGRA-

若者たち 

贈与 

2011 年 4 月

から 2018年

4月まで 

2,468,843 技術協力局

若年生産者の技術職業教育を

通じた農牧生産改善とエステ

リ、ハラパ－ヌエバ・セゴビ

ア、ソモト-マドリス地域の食

糧安全保障への貢献 

アンダル

シア国際

開発協力

機構 

（AACID） 

INATEC、北大西洋自

治区政府協力プロジ

ェクト、「北大西洋自

治区（RAAN）経済基

盤生産基盤開発」計

画の枠組みにおける

技術教育改善及び文

化適応プロジェクト 

贈与 

2012 年 3 月

から 2012年

9月までの7

カ月 

324,500 

専門教育総

部（職業教

育総局） 

竹材を教材として取り入れた

家具木工左官工房建設のため

ロシータの INATEC職業教育

センター施設整備 

出所：INATEC資料 

 

このほかに、現在スイス（COSUDE4）もINATECとのプロジェクト実施を計画している。現時

点における計画は表-14のとおりである。 

 

表－14 COSUDEによるINATEC支援プロジェクト概要* 

項 目 内 容 

プロジェクト期間 4年間（2013年1月開始予定） 

対象地域 全国（事務所はマナグア） 

プロジェクト予算 約550万スイスフラン（約570万USD） 

投入（人的） スイス人専門家1名（チームリーダー）、ローカル専門家2名 

投入（物的） 想定なし 

主たる活動コンポーネント 

1．INATEC組織強化 

 ・インストラクター強化 

 ・Certificateを授与するクライテリアの明確化 

 ・卒業生のモニタリング強化 

2．教授法の改善 

 ・教育の質を高めるために、INATECのみならず民間校ともラ

ウンドテーブルなどを利用して、グッドプラクティスを共有

する。 

3．ニーズ調査 

 ・民間企業のニーズ調査を実施（特に農産加工とテキスタイル

を想定）。 

4．New model professional based on labor demandの強化 

                                                        
4 スイス開発協力庁：Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
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 ・学歴はないものの職場での技術経験を豊富に有する人々に対

して、Certificateを授与するシステムが現在INATECで考えら

れている。本プロジェクトで本システムの実施を促進する。

注：表内情報はスイスのNGOであるSwiss Contactから入手した。あくまでも2012年8月時点の情報であり、今後詳細計画によ

って変更の可能性もある。 
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門家が加わることによりINATEC組織内の意識変革を促しながら自立発展性に向けて運営でき

る意識改革ができれば、継続的に教員のレベルの底上げができてくると考える。また、INATEC

本部とCETA教員との意識の共有も更に深まり、ニカラグアの職業訓練レベル更には教育レベル

の向上にもつながってくると考える。 

なお、これまでテキストの改訂を行ってきた際、INATECの職員が改訂作業にかかわる場合、

業務外の活動として謝金が払われているため、本プロジェクトにおいても、INATECの職員がか

かわる場合には、謝金を支払う必要性がある。また、プロジェクトとして謝金を払う規定等も

整備していく必要があると考える。 

 

３－２ プロジェクト実施上の留意事項 

 （1）改訂内容についての教員の理解促進 

各教員は自分の専門外の科目の授業も実施しているため、必ずしもすべての科目の内容を

十分に理解しているわけではない。したがって、成果2において、各教員が改訂されたテキス

トの内容に基づいて十分な指導を行うために、修正された内容について、教員の理解促進を

図る。 

 

 （2）本プロジェクトの枠組み 

本プロジェクトはあくまでも教員の農牧分野の技術指導能力向上が目的であるため、

INATEC内の既存の枠組みにのっとりテキスト改訂を行い、その枠組みを逸脱した手順による

改訂や、制度の変更を必要とするような支援は行わない。 

 

 （3）他ドナーの動向への留意 

現行の生徒用テキストのほとんどが他ドナーからの資金で作成されているため、教材作成

にかかわったドナーに対し、必要に応じて本プロジェクトの説明を行う。また、本プロジェ

クトの実施機関となるINATECカリキュラム課、教員養成課は、他ドナーのプロジェクトのカ

ウンターパート部署となることも想定されている。そのため、本プロジェクト実施において、

実施機関の業務負荷の観点から他プロジェクトの動向・調整には留意する。 

上位目標及びプロジェクト目標の指標となる実施機関による教員の評価については、現状

の授業の実施業況等をベースライン調査で把握し、授業を行うために教員が身につけるべき

農牧分野の技術水準をプロジェクト開始6カ月以内に設定する。 
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第４章 プロジェクト評価 
 

４－１ 5項目評価 

４－１－１ 妥当性 

（1）ニカラグア政策に対する整合性 

ニカラグアの農業セクター政策である「PRORURAL Incluyente 2011-2014」では、持続的

な地域開発を支える礎として、若年層への教育が必須であり、特に農業に係る教育が重要

としている。また、中小農家の生産能力を強化するために、職業訓練校を有効活用するこ

とが示されており、農業セクターの各省庁とINATECが協同して農民の能力強化に取り組む

べき旨が謳われている。 

加えて、現在ニカラグアでは農牧畜産業の生産性向上を通して貧困削減を図る「Hambre 

Cero（Hunger Zero：飢餓撲滅）」プログラムが、国家の重要な取り組みのひとつとして実施

されている5。 

以上から、INATECの職業訓練校を有効活用しながら、農民の能力強化、更には農業生産

性拡大にも貢献することをめざす本プロジェクトは、ニカラグア政府の開発政策に整合し

ているといえる。 

 

（2）国別事業実施計画との整合性 

日本の対ニカラグア事業展開計画において6つの重点開発課題6が設定されており、そのう

ち「農村における貧困削減」は冒頭に位置づけられる重要な課題である。 

また、同じくニカラグア国別援助計画（2002年）においても、同様に6つのセクターを重

要セクターとして位置づけており、農業セクターについては「ニカラグアの抜本的な貧困

問題の解決のため、農村部の貧困緩和を視野に入れ、地方農村部の零細農家や中小農に対

する生産活動への支援を進める」ことが謳われている。 

以上から、農業の生産支援に結びつく本プロジェクトの活動内容は日本の政策方針と整

合しているものと判断できる。 

 

（3）ターゲットグループのニーズとの整合性 

本プロジェクトの直接ターゲットグループはINATECに属する教員、より具体的には

INATEC中央の職員及びCETAにおいて技術科目を担当する教員である。 

現在、CETAで使用されている農牧課程の学生用テキスト（＝学生が使用する教科書）は、

ほぼすべての科目で編集済みであるものの、その内容は必ずしも学生が理解しやすいもの

ではなく、かつ内容面で不足部分もみられる。そのため、授業においては、教員自らが内

容を補填し、授業を行っている例も多い。 

                                                        
5 Hambre Ceroプログラムはオルテガ政権によって、2007年から開始された飢餓撲滅・生産振興プログラムであり、農民（グル

ープ）に対して種子やウシ、ブタ、ニワトリ、及び農業生産に必要な機材などを配給している。また供与に併せて、技術的

な支援も行っている。 
6 このほかに2）保健・衛生・医療セクターの水準向上、3）教育機会の拡充及び教育水準の向上、4）自然災害に対する社会の

脆弱性軽減と環境保全、5）道路網・橋梁整備、6）ガバナンス向上及び市民社会の能力開発を開発課題として掲げている（2011

年6月における事業展開計画による）。 
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他方で教員自らも担当する指導内容が多岐にわたることから、すべての科目について理

論、実技の双方を満遍なく理解しているとはいえない状況である。 

そのため、現在INATECでは学生用テキスト並びに指導要領の充実、さらに教員自らの指

導能力の強化が重要な取り組むべき課題として認識されている。本プロジェクトはテキス

トの改訂・改善作業を行いながら、教員の能力強化を図る活動内容となっており、INATEC

の有するニーズに整合していると判断できる。 

 

（4）日本の優位性 

日本はニカラグアにおいて、農牧業生産の増大及び持続可能な農牧業の実践に資する技

術支援を数多く実施してきた経験を有する。そのアプローチは多様であり、フィールドレ

ベルでの自給をめざした農業技術指導やローカルマーケットを念頭に置いた農産物市場開

発、またカウンターパートに対する体系的な研修指導、マニュアル作成支援など、さまざ

まな形態を擁している。これらの技術支援において得られた教訓・知見は本プロジェクト

においても、多様な側面において活用することが可能である。 

以上のことから、本プロジェクトは日本が蓄積した教訓・知見を十分に活用することが

可能であり、技術面における優位性も兼ね備えているものと判断される。 

 

（5）案件内容の公益性・ODAとしての適格性 

本プロジェクトが対象とする教員は全国に設けられているINATEC（CETA）の教員であ

るため、その教員の能力強化の便益は国内に広くいきわたることが期待できる。また、本

プロジェクトの目標は第一にはINATEC（CETA）教員の能力を向上させることにあるが、

最終的には、それぞれの地域に暮らす中小農の農業生産性の向上に結びつくことが期待で

きるものであり、ひいては地域の貧困削減にもつながるものである。 

以上から、本プロジェクトがもたらす便益は公益性が高く、ODAとしての適格性を十分

に備えているものと判断される。 

 

４－１－２ 有効性 

（1）プロジェクト目標及び成果との因果関係 

本プロジェクトではプロジェクト目標「INATEC教員の指導能力強化」の達成に向けて、

「生徒用テキストの作成・改訂（成果1）」と「INATEC教員の技術の習得（成果2）」の両側

面を成果として位置づけ、プロジェクトをデザインしている。そのため、成果を達成する

ことはプロジェクト目標の達成を確約させるものであり、因果関係の視点からも両者間の

構造は論理的に成立している。 

 

（2）プロジェクト目標・成果の達成見込み 

本プロジェクトは、INATECがこれまで蓄積してきたテキスト作成方法や教員へのリフレ

ッシュ・トレーニングのメカニズムを基礎としながら、成果1及び2に係る活動を展開する

予定である。このようにINATEC従来の方法を尊重しながら、プロジェクト活動を適宜修正、

展開することを想定しているため、多忙なINATEC職員及び教員を適宜巻き込むことが可能

と考えられる。 
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また、本プロジェクトにおける能力強化の対象となる技術テーマは、これまでINATEC職

員・教員が実施してきたテーマをブラッシュアップする性格のものであり、成果達成を危

惧するような新たな技術テーマや研究などは計画されていない。 

以上のことから、本プロジェクトが企図する目標並びに成果を達成することは十分可能

と考えられる。 

ただし、本詳細計画調査においては成果やプロジェクト目標の達成度を示す数値目標の

設定は行わなかった。本プロジェクト開始後には、現状ニーズ及び他ドナーによるテキス

ト支援の達成度などを総合的に勘案しながら、作成すべきテキスト数など、数値目標を慎

重に定めていくことが求められる。 

 

４－１－３ 効率性 

（1）人的投入 

1）日本側投入 

本プロジェクトでは、技術支援対象の各分野に対応した専門家の投入、すなわち農業

分野と畜産分野で2名の長期専門家が想定されている。さらに、INATEC内及び各センタ

ーとの調整業務が重要となることにかんがみ、業務調整専門家を配置し、プロジェクト

の円滑な実施を担保できる人的投入を計画している。加えて、プロジェクト活動の進捗

に合わせ、特定技術の指導にあたる短期専門家の投入も想定している。 

以上のとおり、本プロジェクトでは長期専門家と短期専門家による技術指導、並びに

業務調整専門家による円滑な業務実施を担保する投入が計画されており、プロジェクト

目標及び成果の達成に対して効率的な投入が計画されていると判断できる。 

 

2）ニカラグア側投入 

本詳細計画調査時点において、INATECによるカウンターパートの最終特定はなされて

いない。しかしながら、カリキュラム部や教員養成部などの主たる関係部署からカウン

ターパートを投入することがINATECからは表明されており、一定レベルの業務経験を有

する人材が投入される予定である。そのため、プロジェクト活動を行うにあたり、能力

面において適正な人材投入がなされる可能性は十分にあると考えられる。また加えて、

全国の各センターからもワーキンググループに参加する教員が配置される予定である

（各センターからの人員配置については、校長及び教頭をカウンターパートとして位置

づける一方、教材作成を担うワーキンググループのメンバーとなる教員の配置について

は、プロジェクト開始後、活動の詳細フレームを定めたあとに行われる予定である）。 

 

（2）物的投入 

本詳細計画策定調査時点においては、プロジェクト活動において必要とされる必要最小

限の資機材投入のみが計画されている。換言すれば、多大な資機材投入を必要とする科目

は、活動対象としない方針である。 
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（3）その他（重複・補完活動など） 

1）他ドナー案件 

現在、INATECに対する支援を実施しているドナーには、スイスやルクセンブルグ、韓

国、カナダ、スペインなどがみられるが、本プロジェクトの実施において非効率な重複

活動は想定されない。むしろ、現在スイス（COSUDE）が実施を予定しているプロジェ

クトとは、教員能力強化のグッドプラクティスを共有することも可能であり、シナジー

効果が期待できる7。 

唯一懸念すべき点を挙げれば、多くのドナー支援プロジェクトのカウンターパート部

署がカリキュラム部や教員養成部となる可能性が高いため、本プロジェクト実施におい

ても、カウンターパートの業務負荷の観点から他プロジェクトとの調整が求められる可

能性はある。 

 

2）過去のJICAプロジェクト成果物の活用 

ニカラグアではJICAによる農業セクター支援の技術協力プロジェクトが多数実施され

てきた。それらプロジェクトでは、本プロジェクトでも有効活用することが可能なマニ

ュアルやハンドブックが多々作成されている。これらを適宜利用することによって、作

業の効率性を高めることが可能である。 

 

４－１－４ インパクト 

（1）上位目標達成の見込み 

上位目標である「技術指導を定着」させていくためには、プロジェクト終了後のINATEC

内部での継続的な研修実施が重要となる。この点において、詳細計画策定時点での情報に

よれば、INATECは定期的なリフレッシュ・トレーニングなどの組織内研修を実施しており、

組織内で技術が普及、定着する仕組みそのものは存在する。そのため、現時点における判

断としては、達成の可能性はあると考えられる。 

 

（2）波及効果 

本プロジェクトの実施において、以下のインパクト発現が期待できる。 

 

1）プラス・インパクト 

本プロジェクトの実施により、INATECにおける授業の質が向上し、学生の理解度が深

まることが期待できる。このように教育の質が高まることによって、卒業後の学生が実

際に営農活動を行う際に、農牧分野での生産性が向上することが期待できる。 

また、現在政府が精力的に実施しているHambre Cero（Hunger Zero：飢餓撲滅）プログ

ラムにおいて、INATECの教員が技術支援に係るインストラクターとして参加するケース

がみられる。そのため、能力向上を果たした教員によって、Hambre Ceroプログラムの活

動内容を充実させ、より高い成果の促進に寄与することが期待できる。 

                                                        
7 スイスのプロジェクトは、INATEC組織強化をひとつの柱として、教員能力強化、Certificateを授与するクライテリアの明確化、

卒業生のモニタリング強化などを想定している。プロジェクトは2013年1月開始予定。 
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2）マイナス・インパクト 

特筆すべきマイナスのインパクトは予見されない。 

 

４－１－５ 自立発展性 

（1）政策面 

現在、国内で広く展開中のHambre Ceroプログラムに代表されるように、農牧畜産業の生

産性向上を通して貧困を削減していくことは今後もニカラグアにとって最重要課題のひと

つに位置づけられていく可能性が高い。その際に、農村地域の人材育成はその活動の基礎

となることが自明である。 

この観点において、農村地域及び農牧業に携わる人材の育成を、技術教育の観点から実

施するINATECの重要性は今後も変わらないと予想できる。 

 

（2）組織面 

INATEC本部にはテキスト作成や教員の研修を担当する各部署（それぞれカリキュラム部、

教員養成部）が設置されており、組織的な対応を行ううえでの体制は整備されている。ま

た、テキスト作成については、基本的に外部の専門家をリーダーとしたチームで実施して

おり、同様に教員への研修も技術分野については講師役を外部委託する仕組みが確立して

いる。つまり、テキストの更なる充実や教員研修の内容改善といった課題については、本

プロジェクトで取り組んでいく必要があるものの、組織体制の観点からは一定の自立発展

性を確認できる。 

ただし、もう一点、自立発展性の確保の観点から言及すべきは、組織全体の意識改革の

必要性である。これまでINATECのテキスト作成は基本的にドナー支援によって行われてい

たため、INATECではテキスト作成・改訂はドナー支援を得られたときにのみ実施する作業

であるという認識が多少なりと存在する。本プロジェクトの実施を通して、このような組

織の意識を変えていくことも自立発展性を高めるためには必要と考えられる。 

 

（3）技術面 

INATECでは教員のためのリフレッシュ・トレーニングを定期的に実施する体制がある。

その頻度や内容については更なる充実が必要ではあるものの、この体制を有効活用するこ

とで、本プロジェクトでの対象技術もINATEC内で普及することが可能である。 

また、本プロジェクトで対象とする技術は基礎的な内容が主であり、特段に飛躍した応

用技術は対象となっていない。この点も技術的な広がり及び定着を可能とさせる一因とし

て考えられる。 

なお、各学校では技術研修を受講した教員が、その後自らの学校において、その他の教

員に対して履修技術を紹介する仕組みがある。ただし、この実効性については学校によっ

て差異が大きい様子である。 

表-15にINATECのリフレッシュ・トレーニング実績を示す。この実績に加えて、ドナー支

援による研修も実施されている。 
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表－15：農牧分野におけるリフレッシュ・トレーニング実績（2009～2011年） 

コース名 実施場所 実施期間 研修時間 参加者

森林管理計画 INTECFOR 2009.10.26～30 40 18 

ウシとヒツジに係る疾病管理

技術 

ITA Cmdte. Germán 

Pomares* Juigalpa 
2009.11.4～13 80 19 

病害虫管理 
ITA Cmdte. Germán 

Pomares* Juigalpa 
2009.11.9～18 80 14 

獣医技術者研修 UNAN-LEÓN 2010.4.12～16 40 19 

生物学分析 UNAN-LEÓN 2010.6.21～26 48 20 

統合的営農管理法 UNAN-LEÓN 2010.8.23～28 48 19 

薬学 
CETA Santiago 

Baldovino-Muy Muy 
2011.4.11~15 40 18 

農場管理法 
CETA Carlos Manuel 

Vanegas-Chinandega 
2011.4.25~29 40 13 

アグロフォレストリー 
CETA Santiago 

Baldovino-Muy Muy 
2011.5.9~13 40 13 

起業及びマーケット戦略 
CETA Carlos Manuel 

Vanegas-Chinandega 
2011.9.5~9 40 15 

人工授精及びその診断法（ウ

シ、ヤギ、ブタ） 
CETA Siuna 2011.3.23~27 40 17 

営農管理計画 CETA Siuna 2011.6.18~20 24 19 

牧畜生産と夏場の牧草栄養 CETA Siuna 2010.9.8~12 40 17 

家畜の寄生虫学 UNAN-LEÓN 2012.6.18~22 40 15 

乳製品加工 
ITA Cmdte. Germán 

Pomares* Juigalpa 
2012.8.27~31 40 16 

出所：INATEC資料 

 

（4）財政面 

INATECの予算は国家予算と民間企業の拠出金（企業・団体から法人税課税対象額の2％）

から成っている。特に民間企業の天引き拠出金があるため、農牧関係の省庁と比べて、予

算は比較的確保されているといわれる。ただし、本プロジェクト内容に係る財務面での自

立発展性確保は、ひとえに予算配分の意思によるものであり、INATEC内で教員への研修並

びにテキスト改訂を重視する意思が強い限り、自立発展性はおおむね担保される可能性が

高いといえる。換言すれば、組織面で記したように、テキスト改訂等はドナー支援の際に

のみ実施するという意識からの改革が、この点においても求められる。 
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第５章 団長所感 
 

INATECは、設立来30年以上にわたりニカラグアの職業訓練を実施する公的機関として、農牧業

分野では全国に14カ所の農業技術指導センター（CETA）を設置し、生産者子弟を中心とした若者

に職業教育の機会を提供している。調査の結果、職員数や予算の制約はあるものの、国際支援も

得つつ組織強化や職業教育実施体制整備、職業教育の質向上などを進めてきており、ある程度の

組織・制度的な基盤を有していること、一方で各職業訓練センターでは生徒用マニュアル（教科

書）の内容が必ずしも現代ニカラグア農業のニーズに合致していないものもあること、現場教員

は技術向上に関心・意欲があること、などが確認された。 

そこで、本プロジェクトでは、INATEC教員による農牧業分野の技術指導能力向上に焦点を絞り、

INATECの既存の組織機構、人員を活用し（プロジェクトで新たな制度や枠組みはつくらない）、

生徒用マニュアル（教科書）の改訂及び改訂されたマニュアルを使用した教員研修を行うことと

して整理した。既存の組織機構・人員・制度を活用することによって、技術的内容の改善に投入

を集中させることができるものと考える。 

また、プロジェクト実施にあたっては、これまで蓄積された日本の農牧業分野での継続的な技

術協力の経験や成果、協力の過程で培われた農牧業分野の関係機関とのネットワークの活用が可

能であり、日本の協力がニカラグアの農牧業開発の一助として根づいていくことも期待される。 

 



付 属 資 料 

 

１．日程表 

 

２．M/M（英文・西文） 

 

３．R/D（英文・西文） 
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